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　▼…今上天皇が皇太子時代に北海

道東部を行啓した際、随行記者とし

て面白い場面を目撃した。殿下は夜

明けとともにサロマ湖畔のホテルを

抜け出し、胴長姿で湖に入れられた。

手元のおぼつかないお付きの者に代

り「どれどれ」とばかりに手網を操っ

た。従者よりはるかに腰が据わり、そ

れはプロの手仕事だった。

　▼…公務の合間を縫ってのいわば

「お忍び」だが、そんなシーンを忘れ

かけたころ、サロマで見つけたのは

新種のハゼ～というニュースが宮内

庁から流れてきた。殿下は200海里時

代の余波に苦しむオホーツク漁民を

力づけるだけでなく、生物学者とし

ても確かな足跡を残したのだ。

　●市町村合併の論点(3)　   ………　大都市、財源の行方は

　●212ふるさと情報　……………　どうなってるの？市職員の給与

　●自治体北南　……………………　4町村が清流保全条例

　●ＤＡＴＡ   ………………………　「まちづくりボランティア」町村の参加率20％

　▼…しかし、私は、ハゼの発見が偶

然とは思えない。恐らくは、訪問先の

住民の状況を十分下調べしたと同様

に、湖についても丹念に事前調査し

ていたに違いない。そこには、資料の

収集、推測と仮説、さらに現地での検

証というデスクワークとフィールド

ワークを連携させた科学者の手法が

透けて見える。

　▼…私達の出張や視察に重ね合わ

せるのは、恐れ多いが、出張自体が目

的化し、視察という名の大名旅行が

まだまかり通ってはいないか。議員

の視察旅費が監査対象となること自

体問題だが、視察の成果こそが問わ

れるべき。せめて市民に公開を。陛下

の論文は26編にも上っている。（梶）
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大都市の自立性・機能を高める

　市町村合併の論点　(3)
　　　　地方制度調査会の動きから

大都市の在り方に関する論点
　●大都市の形態

・大都市自治体の基本的なイメージとしては、中核市程度の規模を想定すべきか、政令市並

の規模を想定するのか。

・政令市などの中には、さまざまな形態と機能を持った団体があるが、大都市制度のあるべ

き姿を検討するにあたり、その違いをどう考えるか｡

　●都道府県との関係

・都道府県に対し大都市の自立性をより高める方向で考えるべきか、それとも、都道府県の

役割を高める方向で考えるべきか。

・政令市のような大都市の権能・財源を拡大する場合でも、都道府県から完全に独立させず

に水平的な関係を保ちつつ、都道府県の調整権限的なものが及ぶものとすべきか。

・政令市のような大都市を都道府県から完全に独立させ、市の権能と府県としての権能を併

せ持った「特別市」を制度化することについてどう考えるか。

・大都市と都道府県の関係の抜本的な改変を別としても、さしあたり、政令市のような大都

市と都道府県の関係で、例えば、税財源配分を組み替えることなどについてどう考えるか。

・大都市地域における都道府県の議員のあり方。

　市町村合併の進展は、巨大都市の誕生という

側面も持っています。たとえば、日本青年会議

所が 97年に発表した道州制構想では、全国を

339市に再編した場合、人口 100万人以上の都

市が 30（2001年 3月末現在 10市）、50万人以

上 100万人未満が 45市（同 17市）と想定して

います。現に2001年5月に3市が合併したさい

たま市は100万人超の都市となり、現在合併協

議を進めている自治体の中にも、政令市（人口

50万人以上が目安）や中核市（同30万人）、特

例市（同20万人）を目標にした動きが目立って

います。

　■都道府県との役割分担が焦点

　地方自治制度を見直す上では、小規模町村の

問題と並んでこれらの大都市をどう位置付ける

か、都道府県や近隣の中小都市、町村とどう関

係づけるかが焦点となっています。特に、都道

府県との関係では、道州制とも関連して都道府

県とどう役割分担するのかが、最大の論点とな

りそうです。

　大きな流れとしては、大都市の自立性を高め、

都道府県からの独立性も高める方向にあります

が、大都市にはさまざまな形態が見られます。人

口50万人以上の都市には、さまざまな都市機能

を完結した形で保つ自治体がある一方で、大量

の昼間人口を引き受け中枢的な業務に特化した

自治体や、逆に 3大都市圏には居住機能を主体

とした自治体も少なくありません。

　これらの自治体では都市機能の在り方と併せ

て、都道府県との関係では税財源をどう配分す

るかも大きな論点となっていきそうです。
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　 地方分権は、国から地方への財源移譲とこれ

らの財源に基づく地域の自己決定・自己責任と

強く結び付いたテーマであることは言うまでも

ありません。また、2002年度末で国と地方を合

わせた長期債務残高が約693兆円に上る見込み

で、財政の健全化と財政基盤整備を同時に進め

なければならない、厳しい実態にもあります。

　■市町村再編と絡む財源問題

　2000年度決算では、国の歳出総額は約 62兆

9600億円で、自治体は約約96兆700億円。4対

6の割合で地方がより大きな仕事をしているに

もかかわらず、国税収入（約50兆7100億円）に

対して基本財源である地方税収入は約 3 5 兆

5500億円にとどまり、その比率は6対4と逆転

します。こうした財政構造の見直しと、地域に

おける受益と負担の関係をどう明確化していく

かが、大きな論点となります。

　基本的な流れとしては、国から地方への税源

移譲と、歳出面でできるだけ地方自治体の自由

度を高めることが柱となるはずです。「地方のこ

とは地方に任せ、財政面でも地方が責任を負う」

という考えで、地方の独自課税や外形標準課税

の導入拡大も論点となってきますが、一方では、

税源移譲してもなお自治体間に財政力格差が残

る場合も想定されます。

　地方交付税など国による財源調整で対処して

いくのか、財政力の弱い小規模自治体には新た

な対応策を組み立てるのか、それとも実質的な

強制合併とするのか。財政と自治体債編は強く

結び付いて論議が進むことになりそうです。

税源移譲、地域の自己責任明確化

分権時代の財政基盤確立に関する論点

・税源移譲などで地方税の拡充を図り、地方税中心の歳入構造の実現と地域における受益と

負担の関係の明確化を図る必要があるのではないか。

・住民の税負担の水準は、行政サービスの水準との関係において、地域においてより自主的

に決められることが望ましいのではないか。

・地方自治体にあっては、特に、個人レベルにおいても受益・負担関係が明確な税財政体系

が求められるのではないか。

・地方税における応益性の空洞化に対応するため、法人事業税への外形標準課税の導入を図

るべきではないか。

・地方団体の歳出に対する国の関与を廃止、縮減し、地方団体の歳出面における自由度を高

める必要があるのではないか。

・税源移譲を含む国、地方間の税源配分の見直しに際しては、まず国の関与の強い国庫補助

負担金の大幅な縮減を図り、相当額の地方税への振替えを図るべきではないか。

・その際、地域間の財政力格差の問題を考慮して、移譲税目や課税内容について十分検討す

るとともに、国庫補助負担金などの在り方についても検討する必要があるのではないか。

・税制上考慮してもなお残る、税源移譲に伴う地域間の財政力格差の拡大や、国の関与を縮

小してもなお必要な財源調整に対しては、地方交付税などによる適切な措置を講じる必要が

あるのではないか。
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　地方制度調査会の検討課題をまとめると、概

ね以下の内容になるかと思います。

　①基礎的自治体の機能、組織の位置付け

　②合併の流れから取り残された小規模町村を

どう補完するか

　③合併で大型化した都市と都道府県との関係

　④都道府県の見直しと道州制導入

　⑤財源の見直しと財政健全化の目標と道筋を

どう付けるか

　⑥地方制度見直しに当たって、地域の多様性・

自主性をどこまで認めるか

　■合併論から制度論へ

　これらの課題は、日本の地方自治制度を大き

く変える要素を含んでおり、論議は現在の仕組

みの中での「合併論」から仕組みそのものを問

い直す「制度論」へとシフトされています。

　調査会の中間報告は、2003年3月までにまと

められる見込みで、合併特例法の期限まで 2年

間を残すだけのこの時期には合併の流れの大勢

がほぼ見える状況になっていると予想されます。

「しくみづくり」地方からも声を
一方、市町村の中には、中間報告の方向を見定

めてから、とか特例措置の延長に期待を寄せる

向きもあるようです。

　しかし、中央での論議の焦点が「再編をどう

進めるか」よりも「地方の仕組みをどう変える

か」という問題に移っていることを考えると、

「今住んでいる地域をどうしていくのか」市町村

（住民）自身がこれまで以上に明確な方向付けを

しなければ、制度改革の大波に飲み込まれかね

ない状況に置かれているとも言えます。

　■最低単位は人口 1万人？

　小規模町村の在り方について総務省内部で検

討してきた研究会は、合併特例法以降の措置と

して人口 1万人を市町村の最低人口規模とし、

これに満たない町村を大胆に「整理」する考え

も示しています。調査会においても同様の議論

が出てくる可能性は十分あり、単純な反対論だ

けでは通用しないことも予想されます。

　合併論議は「是非論・損得論」に終始してい

る面もあるようですが、合併という選択肢を視

野に入れながら、地域づくりの方向を見定める

とともに、そのための地方制度の在り方につい

ても、市町村が具体的な道筋を提起していくこ

とが求められています。地方のしくみづくりを

総務省や調査会の論議に任せるだけでなく、積

極的に地方から声を上げていくことも大事だと

思います。

　先進的な取り組みを進めている県知事が地方

制度改革に向けた「知事連合」を結成したよう

に、小規模町村連合による広汎な議論と具体的

な提案があっても良いのではないでしょうか。

合併をめぐる研究会や協議会に対しても、こう

した議論の広がりとその成果を期待したいとこ

ろです。

【人口規模別自治体数】

3万～ 10万

（74）

10万～ 20万

（74）

20万～ 50万

（116）

50万～百万

百万人以上

1万人未満

（1543）

1万～ 3万

（968）

3万～ 10万

（670）

2001年 3月末 日本ＪＣの道州制構想

（45）

（30）（97）（17） （123）

（10）
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（アクセスは http://com212.comからどうぞ）

　■ 8/9　滝川市　市職員の給与状況　「平成

14年度職員の給与等の状況」とのタイトルで、

市職員給与の詳しい解説ページがアップされて

います。

　■ 8/9　壮瞥町　雪合戦番付表　日本雪合戦

連盟公認「平成14年番付表」（ＰＤＦ版）がアッ

プされています。

　■ 8/9　浜益村　浜益産米地酒　「浜益のお

酒、今年もできました」とのタイトルで、浜益

産米地酒の情報がアップされています。

　■ 8/9　鹿追町　草刈機の貸し出しサービス

　草刈機の貸し出しサービス情報がアップされ

ています。利用できるのは、町民または町内に

土地を所有する人で、利用料は無料とか。いろ

いろな住民サービスがあるものですね。

　■8/9　名寄市　見ごろ指数20％　智恵文ひ

まわり畑情報が更新されています。見ごろ指数

は20％。このところの天候不順で生育は今ひと

つとか。見ごろを迎えるのはもう少し先のよう

です。

　■ 8/9　鶴居村　タンチョウクイズ　ホーム

ページがリニューアルし、タンチョウの飛来数

を予測する「第16回タンチョウクイズ」の詳し

い情報がアップされています。

　■ 8/9　沼田町　夜高あんどん祭り写真集　

「沼田夜高あんどん祭り 25周年記念写真集」情

報がアップされています。オールカラー版 83

ページで 3000円だそうです。

　■8/2　札幌市　動画情報の配信実験　「さっ

ぽろ　いい人、いい店、いい話」のタイトルで、

地域情報のリアルタイム動画配信実験コーナー

が開設されています。テレビ電話機能を持った

第3世代携帯電話「FOMA」を使っての実験で、

取材・編集は地元日刊紙の記者と学生ボラン

ティアが担当、ブロードバンド時代の新しい情

報提供のあり方を探る試みだそうです。9月末

まで。

　■ 8/2　千歳市　光ネットに市民映像ライブ

ラリ　市民のビデオ作品募集情報がアップされ

ています。同市は、ＮＴＴ研究所と共同で、光

通信技術を駆使した「千歳光トライアル」を実

施しており、市民のビデオ作品をライブラリに

登録、市内6施設の端末で公開し、9月末まで自

由に視聴できるようにするようです。

　■ 8/2　石狩市　市民農園のパブリックコメ

ント　平成15年5月に開設予定の市民農園の概

要と、利用条件および貸付料に関する市の原案、

それに対する意見募集のページがアップされて

います。
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NEWS 　●8/6　丸亀市（香

川県）　市民が主体

で条例づくり

　丸亀市は、市民が

主体となって条例の

立案作業に取り組む

「自治基本条例を考

える会」を設置することになった。まちづくり

の基本原則や行政運営の仕組みを規定したい

わば「まちづくりの憲法」で、2004年度の制

定を目指す。考える会は、公募による市民や市

職員らで構成する。住民と行政の協働により、

まちづくりにへの共通認識を深めるとともに、

職員の立案能力を高める狙いもある。

　●8/5　広見町（愛媛県）　4町村が四万十川

支流保全で条例制定へ

　広見町、三間町、松野町、日吉村の４町村は、

四万十川支流の水環境や景観、生態系の保全

を目指した条例をそろって制定することにな

り、早ければ9月の定例議会に提案する。高知

県側では県や流域市町村が同様の条例を制定

しており、上流域にある愛媛県側でも足並み

をそろえる。

　● 8/1　岩城町（秋田県）　合併相手問う住

民投票条例提案へ

　岩城町は、合併の相手自治体などを直接町

民に問う住民投票条例案を提案する考えを町

議会に示した。７月に実施した住民アンケー

トでは、合併に賛成する町民は約70％を占め、

合併の相手としては「秋田市とその周辺」が約

48％、「本荘市とその周辺」が約41％と拮抗し

た。県の合併パターンでは「本荘・由利広域市」

が提示され、本庄市は同町などに合併の検討

を求めている。

　● 8/1　戸田市（埼玉県）　パブリック・コ

メント制度要綱案

　戸田市は、市の基本政策や計画、宣言、憲章

など市民生活に関連する政策・施策などを立

案する際に、目的や具体的な素案、資料などを

●

●

　　　

●
● ●

市民に公表し決定前に意見を求める「市民パ

ブリック・コメント制度」の要綱案をまとめ

た。関連情報・資料は、市のホームページや市

政情報室などで最低3週間以上公表し、この間

に意見を求める。利害関係があれば市外の者

でも意見を提出できる。

　● 8/1　弥栄町（京都府）　丹後 6町の社会

福祉協議会も合併準備会

　弥栄、丹後、丹後、峰山、大宮、網野、久美

浜町の各社会福祉協議会は、「丹後 6町社協合

併協議会準備会」を設置、6町の合併協議会の

動向を見ながら社会福祉協議会の方向を検討

することになった。社会福祉法では1自治体に

1協議会と限定されており、丹後6町が合併し

新市に移行した場合、社協も合併が避けられ

ない。今後、福祉サービスをどう維持・発展さ

せるかなどについて協議する。

　●7/29　多治見市（岐阜県）　個人情報保護

の独自要綱

　多治見市は、住民基本ネットワークの稼動

に合わせて、個人情報保護のための独自の「セ

キュリティー規程」を施行することになった。

市民からの苦情に対する庁内組織の設置、個

人情報が不適切に扱われた場合の措置などを

定めている。

　●7/25　免田町（熊本県）　中球磨５町村合

併したら…２村で水道料金値上げに

　免田町など中球磨 5町村による合併協議会

は、合併後の水道料金について一般家庭用の

基本料金を8立方メートルまで月額860円、超

過分は1立方メートルあたり120円（消費税除

く）とすることで合意した。標準的な4人世帯

の場合、原稿に比べて2村で最大1075円の値

上げ、1町で現状維持、2村で最大225円値下

げになる。

（詳細情報はNEXT編集室へ）

●

●
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DATADATADATADATADATA

　2001年 10月までの１ 年間に何らかの形で

ボランティア活動を行った人は、全国で推定

約 3263 万人に上り、10 歳以上の人口に占め

る割合（行動者率）は 28.9 ％だった。行動者

率は、前回調査の96 年に比べて約3.6 ポイン

ト上昇し、ボランティア活動の広がりをうか

がわせた。

　行動者率を男女別で見ると、男性 27.0％に

対し女性は 30.6 ％（1777万 8 千人）で、女

性の割合の高さが目立つ。96 年と比較すると、

男性は2.8 ポイント、女性は4.2 ポイント上昇

となった。
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INFORMATION
　次週 8月 19日は休刊とし、次回・第
91号の発行は 8月 26日といたします。

　本誌の継続配信のご希望の場合は、
こちらへどうぞ。（配信は無料です）事
務局：電話 011（761）6039

　ボランティア活動の対象を分野別で

見ると、｢まちづくりのための活動｣が

1584万7 千人（行動者率14.0 ％）と最

も多く、｢自然や環境を守るための活動｣

の906 万9千人（8.0 ％）、「安全な生活

のための活動」の 624 万 3 千人（5.5

％）、｢子供を対象とした活動｣の602 万6

千人（5.3 ％）などが続いた。

　■町村での参加率は 20％超える

　「まちづくりボランティア」を世代別

で見ると、男女とも30歳代後半から行

動率が高くなり、女性では40歳代前半、

男性では60歳代後半に参加のピークが

ある。平均行動日数では、20歳代前半

の若い層の参加が目に付く。

　都市の規模別では、小規模な市町村

ほど住民の行動率が高く、大都市ほど

行動率は低いが、平均行動日数が多く

なる傾向を見せた。

　「まちづくりボランティア」について

は特に、参加のすそ野が幅広い世代に

広がることと併せて、活動の成果がま

ちづくりに直結するような体制の整備

も求められている。（総務省・2001年社

会生活基本調査から）


